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建
仁
寺
両
足
院
蔵
掛
軸
に
見
る
朴
徳
源
と
そ
の
周
辺

岡
部
　
良
一

は
じ
め
に

建
仁
寺
両
足
院
に
は
幕
命
に
よ
り
対
馬
に
於
い
て
朝
鮮
外
交
文
書
作
成
に
携
わ
っ
た
五
山
碩
学
以
酊
庵
輪
番
僧
関
係
の
貴

重
な
資
料
が
多
く
残
る
。
そ
の
中
の
朴
徳
源
・
趙
景
安
合
作
掛
軸
は
こ
れ
ま
で
の
二
人
の
認
識
を
覆
し
、
そ
の
所
蔵
文
書
は

輪
番
僧
の
新
た
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
特
に
朴
徳
源
は
日
本
に
墨
蹟
が
多
く
残
り
、
従
来
朝
鮮
通
信
使
随
員
小
通
事

と
推
定
さ
れ
る
も
詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た
⑴
。
そ
こ
で
こ
の
掛
軸
を
元
に
彼
は
通
信
使
と
関
係
な
い
こ
と
を
二
度
に
わ
た
り

発
表
し
た
⑵
。
二
人
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
、
な
ぜ
こ
の
掛
軸
が
両
足
院
に
あ
る
の
か
、
宝
暦
度
か
ら
約
半
世
紀
の
間
に
何

が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
後
新
し
く
見
つ
か
っ
た
墨
蹟
史
料
と
宗
家
・
両
足
院
等
国
内
で
見
ら
れ
る
文
書
を
軸
に
、
以
酊
庵
僧

の
動
き
と
朝
鮮
書
画
の
流
入
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
分
野
に
つ
い
て
、
近
年
池
内
敏
氏
は
韓
国
国
史
編
纂
会
所
蔵
史
料

を
駆
使
し
新
し
い
視
点
で
分
析
さ
れ
て
い
る
⑶
。
お
陰
で
過
去
の
拙
稿
を
見
直
す
機
会
を
得
た
。
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一

朴
徳
源
に
注
目
し
た
切
掛
け
は
、
全
国
の
通
信
使
関
連
の
寺
院
扁
額
調
査
の
際
、
亀
岡
市
金
剛
寺
扁
額
「
金
剛
窟
」（
朴

徳
源
書
）
に
接
し
た
時
で
、
従
来
の
通
信
使
随
行
員
説
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
て
来
た
。
そ
の
理
由
は

①
『
海
槎
日
記
』
等
肝
心
の
各
次
座
目
に
彼
の
名
前
が
無
い
。

②
根
拠
と
さ
れ
た
史
料
を
検
討
す
る
に
い
ず
れ
も
誤
解
と
状
況
証
拠
に
基
づ
く
推
測
で
、
座
目
に
見
え
な
い
理
由
も
示

さ
れ
て
い
な
い
。

③
一
度
の
往
復
道
中
、
多
忙
な
通
信
使
中
官
小
通
事
に
し
て
は
墨
蹟
数
が
多
す
ぎ
る
（
現
在
三
〇
点
確
認
）。

④
金
剛
寺
扁
額
は
為
書
に
「
日
本
国
僊
叟
禅
師
」
と
あ
り
、
他
寺
院
の
朝
鮮
扁
額
と
比
べ
違
和
感
を
覚
え
る
⑷
。

⑤
『
楽
郊
紀
聞
』
巻
十
の
「
同
じ
小
通
事
朴
徳
源
と
い
ふ
も
の
」
に
つ
い
て
は
「
宝
暦
信
聘
の
時
」
に
当
た
ら
な
い
。

等
で
あ
っ
た
。「
小
通
事
」
は
通
信
使
以
外
に
も
対
馬
へ
の
渡
海
訳
官
使
（
以
後
訳
官
使
と
略
称
）
一
行
、
そ
れ
に
東
萊
府
や

倭
館
で
の
下
級
通
訳
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
ん
な
折
、
右
の
建
仁
寺
両
足
院
蔵
掛
軸
の
存
在
を
知
る
⑸
。
そ
こ
に
は
日
本
人
周
知
の
阿
倍
仲
麻
呂
（
唐
名
晁
衡
）
の
漢

詩
（
朴
徳
源
書
）
と
和
歌
（
趙
景
安
書
）
が
二
人
の
手
で
揮
毫
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
朴
徳
源
と
趙
景
安
が
同
時
代
の
人
と
判

明
し
た
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
訳
官
使
（
問
慰
行
）
の
際
に
対
馬
で
贈
ら
れ
、
時
の
以
酊
庵
僧
の
両

足
院
高
峰
東
晙
が
持
ち
帰
っ
た
も
の
と
推
測
し
た
が
、
新
史
料
の
出
現
に
よ
り
、
そ
れ
以
後
の
訳
官
使
の
際
に
贈
ら
れ
た
と

す
る
方
が
合
理
的
と
考
え
る
に
至
っ
た
⑹
。
と
も
あ
れ
二
人
の
合
作
と
は
非
常
に
珍
し
く
、
徳
源
が
日
本
で
注
目
さ
れ
る
契

機
と
な
っ
た
墨
蹟
で
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
判
明
し
た
こ
と
か
ら
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
趙
景
安
で
あ
る
が
、『
訳
科
榜
目
』
の
乾
隆
甲
午
増
廣
（
一
七
七
四
・
安
永
三
年
）
の
及
第
者
十
九
人
の
最
後
に
次
の

記
載
が
見
つ
か
っ
た
。

趙
重
明
、
字
景
安
、
聖
敏
子
、
辛
酉
生
。
本
坡
平
。
倭
学
教
晦
通
政
。

父
の
趙
聖
敏
は
漢
学
、
祖
父
の
趙
時
彬
は
蒙
学
、
曾
祖
父
の
趙
鐡
碩
は
漢
学
と
、
代
々
訳
官
の
家
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ

は
辛
酉
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）、
及
第
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）、
三
十
四
歳
の
時
で
あ
る
。
出
身
地
は
坡
平
（
京
畿
道
坡

州
市
）。
実
名
は
趙
重
明
、
景
安
は
字
で
あ
る
。
最
終
職
官
は
倭
学
教
晦
通
政
、
つ
ま
り
正
三
品
堂
上
官
で
あ
っ
た
。
ま
た

『
宗
家
文
書
』「
総
目
録
」（21-43

）
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
七
月
十
日
条
に
「
堂
上
景
安
趙
僉
知
、
今
病
死
候
段
、
申
出
候

事
」
と
み
え
る
。
前
年
の
「
館
守
日
記
」（83-77

）
寛
政
八
年
丙
辰
（
一
七
九
六
）
五
月
三
日
の
覚
に
「
渡
海
堂
上
官
景
安
趙

僉
知
、
有
故
許
逓
、
其
代
士
正
朴
（
朴
俊
漢
）
僉
知
改
定
事
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
対
馬
へ
の
渡
海
直
前
に
急
に
交
代
し
た
理

由
が
病
気
の
た
め
と
判
明
し
た
。
つ
ま
り
彼
の
没
年
は
寛
政
九
年
、
享
年
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

次
に
朴
徳
源
で
あ
る
が
、
生
年
は
不
明
な
る
も
年
齢
は
景
安
よ
り
十
歳
以
上
若
く
、
恐
ら
く
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
六

四
）
の
生
ま
れ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ま
ず
『
幽
玄
斎
選
・
韓
国
古
書
画
図
録
』（
以
下
『
図
録
』
と
略
称
）
所
収

「
寄
題
・
日
本
大
舎
人
永
井
桂
斎
公
四
友
楼
」「
壬
子
春
（
寛
政
四
年
）
朝
鮮
学
宮
掌
議
朴
徳
源
拝
記
」（N

o.357

）
の
揮
毫
時
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期
は
学
宮
つ
ま
り
成
均
館
の
掌
議
で
、
斎
生
（
学
生
）
の
リ
ー
ダ
ー
掌
議
は
英
祖
四
十
年
（
一
七
六
四
）
五
月
、
三
十
歳
代
と

決
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
⑺
。

ま
た
朴
徳
源
と
交
流
し
懇
意
だ
っ
た
次
の
人
物
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

天
瑞
守
選
‥
以
酊
庵
僧
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
正
月
十
一
日
生
。『
東
福
寺
誌
』

永
井
光
郷
‥
官
人
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
六
月
八
日
生
。『
地
下
家
伝
』
三

小
田
幾
五
郎
‥
通
詞
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
生
。『
通
訳
酬
酢
』
序
文

さ
ら
に
両
足
院
蔵
掛
軸
の
落
款
よ
り
新
た
な
事
実
が
判
明
し
た
。
二
人
の
落
款
印
を
比
較
す
る
と
、

朴
徳
源
‥
①
関
防
印
「
明
二
・
明
〻
」、
②
朱
文
印
「
朴
潤
漢
氏
」、
③
白
文
印
「
徳
源
」

	

※
①
の
二
字
目
の
左
上
か
ら
の
線
は
傷
と
思
わ
れ
る
。

趙
景
安
‥
①
関
防
印
「
癡
笑
者
」、
②
白
文
印
「
従
吾
所
好
」（
論
語
・
述
而
篇
）、
③
朱
文
印
「
景
安
」

	

※
①
に
つ
い
て
李
元
植
氏
蔵
短
冊
の
款
署
「
癡
咲
人
」
と
同
意
。
笑
と
咲
は
同
じ
。

と
あ
る
。
趙
景
安
の
落
款
が
一
般
的
様
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
朴
徳
源
の
関
防
印
は
「
明
〻
」、
意
味
は
心
に
わ
だ
か
ま
り

の
無
い
さ
ま
を
い
う
。
こ
の
印
は
前
出
の
壬
子
（
寛
政
四
年
）「
寄
題
」
に
も
使
用
さ
れ
、
そ
の
白
文
印
は
「
朴
生
之
印
」
と

あ
る
。
対
し
て
掛
軸
は
「
朴
潤
漢
氏
」、
こ
れ
が
実
名
だ
と
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
例
で
あ
る
。
②
③
の
白
朱
が
逆
で
し
か

も
関
防
印
に
傷
と
あ
れ
ば
慌
て
て
準
備
し
た
落
款
印
と
思
え
る
。
恐
ら
く
成
均
館
入
学
当
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
二

人
は
上
司
（
景
安
）
と
部
下
（
徳
源
）
の
関
係
で
、
共
に
文
字
に
勢
い
が
あ
り
若
々
し
く
感
じ
る
。
ま
た
『
通
訳
酬
酢
』「
六
．

浮
説
の
部
」
に
よ
る
と
、
東
萊
府
の
訳
官
た
ち
の
間
で
阿
倍
仲
麻
呂
の
詩
歌
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
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二

趙
景
安
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
及
第
後
、
倭
学
訳
官
と
し
て
任
官
、
一
般
判
事
（
通
訳
）
と
し
て
安
永
九
年
の
訳
官
使

に
随
行
し
た
と
考
え
る
⑻
。『
宗
家
文
書
』
を
検
索
す
る
と
、「
大
差
使
差
備
官
（
応
接
担
当
官
）」
を
経
て
「
別
差
判
事
」「
監

董
官
堂
下
判
事
」
と
な
る
。
そ
の
後
主
簿
に
昇
進
。「
堂
下
別
差
主
簿
」「
裁
判
差
備
官
主
簿
」「
訓
導
主
簿
」
を
経
て
堂
上

官
と
な
る
。
別
差
に
は
一
年
ず
つ
二
度
（
天
明
三
年
と
天
明
七
年
〈
一
七
八
三
、一
七
八
七
〉）、
訓
導
は
二
年
間
（
寛
政
二
年
～
四

年
）
務
め
て
か
ら
堂
上
僉
知
（
寛
政
五
年
）
に
昇
進
し
て
い
る
。
訳
官
使
堂
上
官
任
命
は
寛
政
七
年
で
あ
っ
た
。

一
般
的
に
訓
導
と
別
差
は
「
両
訳
」
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
訳
官
や
小
通
事
の
上
司
と
し
て
、
東
萊
府
に
い
て
毎
年
の
八
送

使
な
ど
の
倭
館
業
務
を
指
揮
監
督
し
て
い
た
。
な
お
訳
官
使
と
景
安
と
の
関
係
だ
が
、
天
明
三
年
は
「
別
差
判
事
」、
天
明

七
年
は
「
別
差
主
簿
」
で
、
渡
海
せ
ず
釜
山
に
て
倭
館
業
務
を
行
っ
て
い
た
⑼
。

趙
景
安
の
訓
導
時
期
は
、
幕
府
が
通
信
使
を
易
地
聘
礼
に
変
更
交
渉
を
始
め
る
時
で
、
そ
の
生
々
し
い
記
録
が
『
建
仁
寺

両
足
院
以
酊
庵
関
係
資
料
』（
以
下
『
両
足
院
資
料
』
と
略
称
）
に
私
信
の
写
「
密
件
」
と
し
て
残
る
⑽
。
内
容
は
交
渉
相
手
の

東
莱
府
使
が
尹
弼
秉
に
交
替
、
そ
の
対
応
や
情
報
交
換
が
釜
山
の
議
聘
参
判
使
平
田
隼
人
と
家
老
大
森
繁
右
衛
門
の
間
で
行

わ
れ
る
。
朝
鮮
側
折
衝
は
訓
導
（
趙
景
安
）
と
別
差
（
朴
景
和
）
と
な
る
が
、
彼
ら
は
日
本
側
の
期
待
に
動
く
も
の
の
朝
鮮
側

上
司
の
反
発
を
招
き
、
寛
政
四
年
七
月
と
八
月
に
訓
導
・
別
差
・
小
通
事
は
二
度
も
杖
罪
を
受
け
、
景
安
は
体
調
を
崩
し
交

代
す
る
。
杖
罪
の
理
由
は
勝
手
に
日
本
側
に
立
ち
業
務
怠
慢
行
為
と
咎
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
『
辺
例
集
要
』

に
も
見
え
る
が
、
そ
の
後
彼
は
堂
上
官
に
昇
進
し
て
い
る
か
ら
こ
の
件
は
不
問
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
易
地
聘
礼
交

渉
は
延
々
と
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
ま
で
続
く
。

景
安
は
対
馬
藩
の
信
頼
を
得
て
い
た
訳
官
で
、
次
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
閏
正
月
九
日
条
（「
毎
日
記
」420-75

）
の
彼
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の
誠
実
な
人
柄
が
窺
え
る
逸
話
で
あ
る
。

別
差
景
安
趙
判
事
よ
り
、
私
儀
（
景
安
）
明
日
役
義
交
代
仕
筈
に
御
座
候
。
誠
に
在
役
中
偏
に
御
心
添
を
以
、
諸
事
順

便
に
御
差
図
被
下
候
故
無
滞
交
代
仕
り
、
別
て
忝
仕
合
奉
存
候
段
、
挨
拶
丁
寧
に
申
出
候
付
返
答
良
ク
取
繕
申
遣
ス
。

ま
た
両
国
通
訳
は
交
代
時
、
餞
別
と
し
て
互
い
に
短
簡
を
交
換
し
て
い
る
。
次
は
同
年
閏
正
月
十
一
日
条
（「
毎
日
記
」

420-76
）
の
日
本
側
か
ら
の
記
録
だ
が
、
当
然
返
礼
物
も
あ
っ
た
。

拙
者
（
館
守
幾
度
主
膳
）
近
々
帰
国
に
付
相
祝
例
の
通
、
出
船
音
物
真
文
短
簡
相
添
東
萊
釜
山
え
。
右
同
断
に
付
、（
略
）、

其
外
下
り
合
判
事
景
安
趙
判
事
、
君
剛
金
主
簿
、
士
剛
鄭
僉
正
え
和
文
短
簡
相
添
出
船
、
音
物
近
日
送
り
遣
ス
筈
也
。

管
見
に
及
ん
だ
趙
景
安
の
墨
蹟
は
次
の
通
り
。
こ
れ
ら
の
和
歌
、
俳
句
、
漢
詩
は
短
冊
や
色
紙
が
多
い
こ
と
か
ら
倭
館
で

の
日
本
人
通
詞
と
の
交
流
時
の
墨
蹟
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
や
が
て
日
本
に
広
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
和
歌
〉さ

き
ぬ
と
ハ　

泊い
は

て
の
里
の　

い
は
ね
と
も　

よ
そ
ま
て
し
る
る　

匂
ふ
梅
が
え

																																																																															
						

※
狩
野
正
栄
（
至
信
）水
墨
画
に
貼
付
色
紙
（
私
蔵
）

秋
は
な
お　

ゆ
う
ま
く
れ
こ
そ　

堂た

た々

な
ら
ね　

荻
の
う
は
か
せ
（
上
風
）　

萩
の
し
た
（
下
）
露

	
		

	
												

			

※
『
和
漢
朗
詠
集
』「
秋
興
」
よ
り
藤
原
義
孝
の
歌

〈
俳
句
〉父

に
似
て　

子
の
這は

い

か
か
る　

案か

山か

子し

か
な																				

						 					 	

※
款
署
は
「
癡
咲
人
」（
扇
面
俳
句
）

萍う
き
く
さや　

今
朝
は
あ
ち
ら
の　

岸
に
咲																																																																																																																																			

※
中
川
乙
由
作
。『
麦
林
集
』巻
二
夏
の
部
「
夏
草
」よ
り
⑾

青
柳
も　

手
を
伸
し
て
や　

水
の
月

																																																																													

　
　
　
　
　
　
　
　

※
以
上
四
点
、李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』よ
り
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〈
漢
詩
〉

「
携
幼
入
室
、
有
酒
盈
樽
」「
朝
鮮　

趙
景
安
」																																																																																													

※
陶
淵
明
「
帰
去
来
辞
」
よ
り
抜
粋
。
一
行
書
（
私
蔵
）

「
人
生
待
足
何
時
足
、
未
老
得
閑
方
是
閑
」「
朝
鮮	

趙
景
安
」	 																									

※
陳
継
儒
『
小
窓
幽
記
』
よ
り
。
二
行
書
（
私
蔵
）

三

一
方
朴
徳
源
で
あ
る
が
「
裁
判
記
録
」（167-75

）
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
二
月
廿
四
日
条
に
以
酊
庵
客
館
に
て

今
日
和
尚
（
東
福
寺
熈
陽
龍
育
）
御
詩
作
御
持
参
に
て
御
直
に
訳
使
へ
御
渡
。
尤
拙
者
訳
官
奉
行
え
御
挨
拶
有
之
、
訳
使

よ
り
通
詞
中
を
以
相
応
に
御
挨
拶
申
上
、
此
節
上
官
の
内
、
朴
徳
源
と
申
物
書
き
参
り
居
候
付
、
和
尚
御
対
面
被
成
度

御
挨
拶
有
之
候
付
、
訳
官
奉
行
申
談
御
行
規
人
へ
も
相
達
御
対
面
有
之
、
是
よ
り
亦
御
詩
作
御
持
参
に
て
御
遣
被
成
候

付
、
相
応
御
挨
拶
申
上
引
退
御
帰
後
、
右
御
詩
作
訳
官
奉
行
へ
差
出
候
様
に
通
詞
中
へ
相
達
置
ク
。

と
あ
り
、
対
馬
へ
の
渡
海
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
時
の
渡
海
人
員
は
「
館
守
日
記
」（57-54
）
天
明
七
年
十
一
月
廿
三
日
条
に

訳
官
‥
二
人
（
李
聖
欽
・
丁
老
卿
）、
上
官
‥
廿
五
人
、
中
官
‥
廿
五
人
、
下
官
‥
十
三
人
、
都
合
訳
使
共
六
十
五
人
。

と
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、『
増
正
交
隣
志
』
巻
六
「
問
慰
行
」
に

堂
上
官
一
員
・
堂
下
官
一
員
（
以
上
倭
人
称
上
上
官
）
軍
官
十
人
、
伴
倘
・
随
陪
各
二
人
。
船
将
・
都
訓
導
・
書
契
色

（
職
）
各
一
人
、（
以
上
上
官
）
小
童
四
名
、
小
通
事
四
名
（
居
首
一
名
陞
上
官
）、
禮
単
色
・
厨
房
色
・
盤
纏
色
・
戸
房

色
・
及
唱
砲
手
各
二
名
、
使
令
四
名
、
吹
手
六
名
、
旗
手
四
名
、
沙
工
・
潦
手
・
水
尺
各
一
名
。
奴
子
五
名
。（
以
上

中
官
）。
格
軍
三
十
名
（
以
上
下
官
）。
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と
見
え
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
朴
徳
源
は
小
通
事
な
が
ら
四
名
の
首
と
し
て
上
官
と
な
り
、
達
筆
で
あ
っ
た
た
め
、
書
契

色
（
職
）
も
務
め
て
い
た
。
次
回
寛
政
八
年
以
後
の
訳
官
疑
獄
事
件
で
、
彼
は
「
偽
造
契
書
」
の
罪
と
な
る
が
、
天
明
八
年

の
経
験
を
買
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
書
契
職
は
毎
度
訳
官
使
に
上
官
と
し
て
随
行
し
て
い
る
。「
物
書
き
」
の
表
現
に
は

書
家
と
書
契
職
の
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
よ
う
。

ま
た
「
分
類
事
考
」
十
六
番
「
死
刑
」（18-24

）
文
化
二
年
乙
丑
（
一
八
〇
五
）
九
月
六
日
条
に

講
定
官
敬
天
玄
僉
知
・
訓
導
陽
元
玄
判
官
、
入
来
申
聞
候
は
、
子
細
有
之
、
伯
玉
崔
同
知
・
華
彦
崔
同
知
・
金
聖
印
・

朴
徳
源
、
際
門
内
に
於
て
刑
罪
に
行
候
段
、
相
届
候
事
。（「
総
目
録
」24-22

、
同
文
）

と
あ
り
、
死
亡
時
期
が
確
定
し
た
。『
訳
科
榜
目
』
で
確
認
す
る
と
、
伯
玉
崔
は
字
で
、
実
名
は
崔
瓘
、
初
名
が
崔
𪻣
。
時

に
四
十
六
歳
。
華
彦
崔
も
字
で
実
名
は
崔
國
禎
、
時
に
五
十
一
歳
。
と
も
に
倭
学
訳
官
で
あ
る
。

一
方
『
辺
例
集
要
』
巻
十
四
「
雑
犯
」
の

乙
丑
（
一
八
〇
五
）
八
月
、（
略
）
偽
造
書
契
之
崔
𪻣
、
崔
國
禎
、
写
書
契
之
朴
潤
漢
、
刻
図
署
之
金
漢
謨
、
令
按
覈
使
、

與
東
萊
府
使
、
大
張
軍
威
、
彼
人
所
見
處
、
梟
首
於
館
門
外
。

九
月
初
六
日
午
時
。
同
罪
人
四
名
、
草
粱
前
路
、
並
梟
示
。

と
比
較
す
る
と
、
朴
徳
源
の
実
名
は
朴
潤
漢
、
金
聖
印
は
金
漢
謨
と
判
明
す
る
。
両
足
院
掛
軸
の
落
款
印
は
実
名
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
同
一
事
件
を
日
本
側
史
料
は
字
で
、
朝
鮮
側
史
料
は
実
名
で
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
辺
例
集
要
』
に
「
書
給
本
府
居
朴
潤
漢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
朴
潤
漢
つ
ま
り
朴
徳
源
は
東
萊
府
に
居
生
し
た
書
生
と

判
明
す
る
。『
増
正
交
隣
志
』
巻
三
「
率
属
」
に
よ
る
と
、
小
通
事
は
、
三
十
名
の
定
員
で
倭
館
の
業
務
を
担
当
す
る
小
童

（
三
十
名
）
と
館
直
（
三
十
名
）
の
中
か
ら
順
番
に
選
抜
し
て
、
首
通
事
・
陪
通
事
・
書
記
通
事
な
ど
十
七
の
部
署
に
分
か
れ
、

訓
導
と
別
差
の
業
務
を
補
佐
し
、
倭
館
関
係
の
文
書
整
理
、
諸
物
品
、
交
易
品
の
管
理
、
倭
船
出
入
な
ど
の
通
訳
を
担
当
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す
る
「
倭
学
生
徒
」
と
分
か
る
。『
訳
科
榜
目
』
に
名
が
無
い
こ
と
か
ら
彼
は
何
度
も
登
用
試
験
に
臨
む
も
及
第
せ
ず
、
事

件
に
巻
き
込
ま
れ
生
涯
を
終
え
た
小
通
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
実
名
の
朴
潤
漢
か
ら
事
件
の
首
謀
者
朴
俊
漢
（
士
正
）
と
同
族

（
本
密
陽
）
と
思
わ
れ
、
や
む
な
く
加
担
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
処
刑
は
厳
し
く
、
四
人
は
晒
し
首
で
あ
っ
た
。

な
お
朴
徳
源
は
小
通
事
で
も
特
別
扱
い
で
、
寛
政
九
年
九
月
二
十
日
（「
館
守
日
記
」91-83

）
や
寛
政
十
年
三
月
十
三
日
（
同

94-17

）
に
は
館
守
戸
田
頼
母
が
小
田
幾
五
郎
な
ど
日
本
通
詞
と
の
宴
席
に
親
し
く
彼
を
招
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
朴
徳
源

を
「
兼
て
存
居
候
人
」
と
評
し
て
、
易
地
聘
礼
実
現
に
向
け
て
、
寛
政
八
年
以
後
の
朴
士
正
（
朴
俊
漢
）
指
示
に
よ
る
偽
造

書
契
協
力
へ
の
供
応
の
意
味
も
あ
っ
た
。
処
刑
関
係
者
は
対
馬
藩
と
協
力
し
、
通
信
使
易
地
聘
礼
推
進
派
で
あ
っ
た
。

四

次
い
で
朴
徳
源
に
関
す
る
他
史
料
を
検
討
す
る
。
ま
ず
「
館
守
日
記
」
寛
政
八
年
十
一
月
七
日
条
（86-62

）
に
萬
松
使
船

に
託
し
た
出
来
事
と
し
て

東
向
寺
禅
蔵
主
（
司
）
事
、
当
春
（
四
月
十
二
日
）
渡
り
の
節
、
以
酊
庵
一
老
（
東
福
寺
霊
雲
院
・
天
瑞
守
選
）
よ
り
詩
作

言
伝
り
（
朴
）
徳
源
え
相
渡
候
処
、
其
後
和
韻
入
来
、
此
方
（
館
守
戸
田
頼
母
）
え
差
出
付
、
朝
鮮
方
頭
役
方
え
書
状
相

添
、
小
茂
田
重
左
衛
門
え
相
渡
差
越
候
事
。（「
総
目
録
」21-79

で
確
認
）

と
あ
る
事
実
は
、
以
酊
庵
僧
天
瑞
守
選
と
朴
徳
源
の
私
的
交
流
を
表
し
て
い
る
。
二
人
の
交
流
は
そ
の
後
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
四
月
、
以
酊
庵
再
住
と
な
っ
た
守
選
の
舞
鶴
市
海
臨
寺
扁
額
「
北
丹
禅
窟
」「
甲
子
（
文
化
元
年
）
仲
秋
上
澣
朝

鮮
朴
徳
源
書
」（
裏
に
「
本
嶠
惠
山
霊
雲
選
大
和
尚
、
対
州
帰
洛
御
贈
恵
」
と
刻
字
）
の
揮
毫
依
頼
に
結
び
付
く
。

同
様
な
動
き
は
再
住
の
東
福
寺
熈
陽
龍
育
に
も
見
ら
れ
、
寛
政
十
二
年
二
月
十
七
日
に
は
「
和
扇
・
唐
紙
類
に
は
注
文
書
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の
通
、
朴
徳
源
え
書
為
致
候
様
」
と
わ
ざ
わ
ざ
彼
を
指
名
し
て
注
文
し
て
い
る
⑿
。
つ
ま
り
東
福
寺
で
は
天
明
八
年
の
熈
陽

龍
育
以
来
、
朴
徳
源
の
評
価
は
高
か
っ
た
。
寛
政
七
年
の
天
瑞
守
選
、
寛
政
十
一
年
の
熈
陽
龍
育
再
住
、
享
和
三
年
の
天
瑞

守
選
再
住
、
文
化
八
年
の
月
耕
玄
宜
へ
と
続
く
。

こ
の
間
に
天
龍
寺
の
象
田
周
耕
も
輪
番
を
二
度
務
め
、
い
ず
れ
も
朴
徳
源
と
交
流
の
跡
を
残
し
て
い
る
。
寛
政
四
年
春
永

井
桂
斎
（
皆
川
淇
園
の
弟
子
）
へ
の
書
簡
「
寄
題
」
や
、
亀
岡
市
金
剛
寺
扁
額
（
住
持
の
僊
叟
は
天
明
六
年
に
就
任
）
も
彼
が
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
⒀
。
更
に
文
化
六
年
の
訳
官
使
堂
下
官
で
あ
り
、
文
化
八
年
の
通
信
使
上
判
事
で
知
ら
れ
る
卞
文
圭

（
字
玉
汝
、
号
梅
軒
・
乙
酉
生
）
も
倭
学
訳
官
で
丹
後
峰
山
の
全
性
寺
と
長
安
寺
に
扁
額
が
残
る
が
、
文
圭
の
及
第
は
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）（『
訳
科
榜
目
』）、
同
三
年
に
は
差
備
官
と
し
て
倭
館
に
出
入
り
し
て
い
た
（「
館
守
日
記
」116-63

）。
当
然
二
度
の

対
馬
渡
海
前
に
も
朴
徳
源
や
以
酊
庵
僧
の
動
向
を
知
っ
て
お
り
、
彼
の
墨
蹟
の
流
れ
も
再
住
象
田
周
耕
が
関
係
し
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
れ
ら
三
寺
院
と
も
天
龍
寺
派
に
属
す
る
か
ら
だ
。

次
に
最
近
片
山
真
理
子
氏
に
よ
り
、
新
た
な
史
料
・
香
川
県
観
音
寺
市
興
昌
寺
の
金
屏
風
か
ら
朴
徳
源
の
俳
句
二
句
、
和

歌
二
首
が
確
認
さ
れ
た
⒁
。
こ
の
屏
風
に
は
文
化
度
聘
礼
使
節
一
行
の
詩
文
が
大
半
で
、
五
十
七
枚
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
次
の
四
点
が
朴
徳
源	

（
号
聾
窩
）	
の
墨
蹟
で
あ
る
。

14	

昨
日
ま
て　

目
の
眩ま

ふ　

池い
け

の　

若
葉
か
な	

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
短
冊
）

19	

散ち
る

華は
な

を　

う
け
て
開
く
や　

さ
く
ら
草	

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
短
冊
）

29	

お
も
ふ
こ
と　

な
と
問
人
の　

な
か
る
ら
む　

あ
ふ
け
は
空
に　

月
そ
さ
や
け
き	

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
紙
本
）『
新
古
今
和
歌
集
』慈
円
よ
り

46	

そ
な
た
そ
と　

さ
す
か
呻
う
な
る

枝え
た

と
な
る　

野
は
ら
の
す
え
の　

小さ

牡を

鹿し
か

の
聲

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
紙
本
）
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い
ず
れ
も
も
の
寂
し
い
感
じ
で
、
従
来
の
も
の
と
雰
囲
気
が
異
な
る
⒂
。
こ
の
屏
風
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
と
天
保
八

年
（
一
八
三
七
）
の
二
度
以
酊
庵
輪
番
僧
を
務
め
た
東
福
寺
・
願
海
守
航
が
、
母
の
墓
が
あ
る
興
昌
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で

あ
る
。
同
屏
風
に
貼
ら
れ
た
母
の
「
寿
」
か
ら
、
母
の
法
事
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
は
不
明
と
い
う
。
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願
海
守
航
の
師
匠
に
あ
た
る
天
瑞
守
選
は
享
和
三
年
四
月
か
ら
文
化
二
年
四
月
ま
で
二
度
目
の
以
酊
庵
僧
を
務
め
、
朴
徳

源
と
は
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
朴
徳
源
に
と
っ
て
懇
意
で
あ
っ
た
上
司
が
次
々
と
病
死
・
失
脚
と
悲
運

な
出
来
事
が
続
い
て
い
た
。
寛
政
八
年
の
訳
官
使
朴
士
正
（
俊
漢
）
は
す
で
に
亡
く
（
寛
政
十
一
年
正
月
病
死
）、
そ
の
後
享
和
三

年
五
月
に
は
崔
伯
玉
（
𪻣
）
が
人
参
交
易
を
め
ぐ
る
役
務
怠
慢
で
全
羅
道
へ
配
流
、
翌
文
化
元
年
十
二
月
に
は
か
つ
て
の
訓

導
・
朴
景
和
（
致
儉
）
が
五
十
二
歳
で
病
死
、
崔
華
彦
（
國
禎
）
も
役
務
怠
慢
で
文
化
二
年
五
月
に
咸
鏡
道
へ
配
流
と
続
く
⒃
。

や
が
て
訳
官
疑
獄
事
件
が
明
る
み
に
な
り
、
朴
徳
源
ら
四
人
の
処
刑
は
文
化
二
年
九
月
六
日
。
前
掲
四
点
は
同
じ
落
款
印

で
、
ど
れ
も
事
件
の
風
評
が
流
れ
て
い
た
頃
と
思
わ
れ
る
。

願
海
守
航
は
月
耕
玄
宜
の
伴
僧
と
し
て
文
化
八
年
の
対
馬
聘
礼
に
初
め
て
参
加
⒄
。
つ
ま
り
願
海
と
朴
徳
源
と
の
直
接
の

交
流
は
無
く
文
化
度
聘
礼
の
際
に
初
め
て
多
く
の
使
節
団
と
詩
文
応
酬
を
行
っ
て
い
る
。『
東
福
寺
誌
』
に
よ
れ
ば
東
福
寺

二
六
九
世
と
な
っ
た
天
瑞
守
選
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
九
月
に
死
去
。
朴
徳
源
か
ら
天
瑞
守
選
へ
贈
ら
れ
た
俳
句
や
和

歌
が
、
文
化
聘
礼
後
に
守
選
か
ら
願
海
へ
と
渡
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
没
の
願
海
母

五
十
回
忌
が
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
当
た
る
の
で
そ
の
前
と
考
え
る
。
徳
源
の
墨
蹟
は
今
後
も
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
海
臨
寺
扁
額
「
北
丹
禅
窟
」
の
二
つ
あ
る
落
款
印
の
う
ち
、
下
が
「
悳
（
徳
）
源
」
に
対
し
、
上
の
一
字
目
は
聾
の

籀
文
文
字
、
二
字
目
は
窩
の
仮
借
文
字
・
薖
の
篆
書
体
で
あ
る
⒅
。
こ
の
「
聾
薖
（
窩
）」
と
李
元
植
氏
蔵
掛
軸
「
淇
園
」
の

落
款
は
同
じ
で
他
に
は
見
え
ず
、
こ
れ
で
そ
の
年
代
は
文
化
元
年
頃
と
判
明
、
す
る
と
皆
川
淇
園
を
意
味
し
、
そ
の
門
人
の

注
文
と
思
わ
れ
る
が
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

更
に
徳
源
の
詩
句
印
（
遊
印
）
も
次
の
二
種
類
の
十
四
文
字
印
を
確
認
し
た
。

①
「
淡
如
秋
水
閑
中
味
、
和
似
春
風
静
後
功
」（
明
・
呉
与
弼
）。『
図
録
』（N

o.354

）「
酌
酒
会
臨
泉
水
」（
王
維
）
詩
。

②
「
是
非
不
入
東
風
耳
、
花
落
華
開
只
読
書
」（
清
・
陳
洪
綬
）。
私
蔵
「
白
璧
酬
知
己
」「
黄
金
謝
故
人
」（
楊
炯
）
詩
。
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い
ず
れ
も
書
家
の
題
材
と
し
て
有
名
。
使
用
時
期
は
不
明
だ
が
、
当
時
の
彼
の
心
境
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
徳
源
・
景
安
の
墨
蹟
の
中
に
は
日
本
人
の
和
歌
（『
古
今
集
』・『
新
古
今
集
』・『
和
漢
朗
詠
集
』）
や
俳
句
（『
麦
林
集
』）
が

見
え
る
。
こ
れ
は
注
文
の
結
果
か
学
習
の
痕
跡
か
判
明
し
な
い
が
、
日
本
文
化
に
精
通
し
て
い
た
証
と
な
ろ
う
。

五

注
目
す
べ
き
は
大
量
の
朝
鮮
書
画
の
流
入
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
七
月
十
八
日
条
の
館
守
戸
田
頼
母
に
よ
る
次
の
通

達
（「
裁
判
記
録
」169-16
）
が
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

朝
鮮
人
書
画
取
帰
の
儀
、
以
前
よ
り
御
制
止
有
之
候
処
、
以
来
左
の
通
、
取
帰
御
免
被
仰
付
儀
候
段
、
館
守
よ
り
為
知

手
紙
来
ル
。
朝
鮮
人
書
、
同
画
、
参
拾
枚
宛
。

こ
の
背
景
に
は
前
年
六
月
の
松
平
定
信
に
よ
る
通
信
使
延
聘
交
渉
開
始
が
あ
る
。
当
時
通
信
使
来
聘
を
期
待
し
、
朝
鮮
人

書
画
を
求
め
る
日
本
人
が
多
か
っ
た
か
ら
で
延
期
に
伴
う
措
置
で
あ
ろ
う
。
相
当
量
の
朝
鮮
書
画
が
日
本
に
流
入
し
た
と

思
わ
れ
、
朴
徳
源
の
遺
墨
の
多
く
も
こ
の
通
達
以
後
の
も
の
と
考
え
る
。
扇
面
詩
の
吉
村
周
圭
に
つ
い
て
⒆	

『
大
阪
人
物
誌
』

は
「
寛
政
頃
の
人
」
と
す
る
が
整
合
し
て
お
り
、
他
の
墨
蹟
の
揮
毫
時
期
も
合
理
的
に
説
明
が
つ
く
。

『
宗
家
文
書
』
に
見
る
朝
鮮
書
画
流
入
の
一
端
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

★
「
総
目
録
」（17-27

）。
寛
政
三
年
二
月
十
八
日
条
。（
以
酊
庵
僧
‥
天
龍
寺
象
田
周
耕
）「
以
酊
庵
御
用
の
品
、
御
目
付
封

印
の
儀
、
御
代
官
方
よ
り
申
出
、
及
差
図
の
事
。」

★
「
館
守
日
記
」（69-22

）。
寛
政
五
年
四
月
廿
一
日
条
。（
建
仁
寺
環
中
玄
諦
）「
以
酊
（
庵
）
和
尚
よ
り
御
注
文
の
朝
鮮
人

書
差
越
事
」
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以
下
、
同
内
容
の
以
酊
庵
関
係
を
列
記
す
る
。

★
「
館
守
日
記
」（73-16

）。	

寛
政
六
年
五
月
八
日
条
。	

（
建
仁
寺
環
中
玄
諦
）

★
「
分
類
事
考
」（14-13

）。	

寛
政
七
年
三
月
十
三
日
条
。（
建
仁
寺
環
中
玄
諦
）

★
「
館
守
日
記
」（87-47

）。	

寛
政
九
年
二
月
十
四
日
条
。（
東
福
寺
天
瑞
守
選
）

★
「
館
守
日
記
」（94-74

）。	

寛
政
十
年
四
月
十
八
日
条
。（
相
国
寺
松
源
中
奨
）

★
「
館
守
日
記
」（97-47

）。	

寛
政
十
年
十
一
月
八
日
条
。（
相
国
寺
松
源
中
奨
）

★
「
分
類
事
考
」（21-205

）。
享
和
三
年
二
月
十
二
日
条
。（
天
龍
寺
象
田
周
耕
）

な
お
池
内
敏
氏
は
「
御
取
寄
物
」（
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
）
を
詳
し
く
分
析
し
、
右
例
以
外
に
歴
代
以
酊
庵
僧
に
よ
る

書
画
の
注
文
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
⒇
。『
両
足
院
資
料
』
を
見
る
と
、
以
酊
庵
と
の
往
来
書
簡
や

回
覧
書
簡
が
多
く
残
り
、
五
山
で
は
多
く
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
以
外
に
特
筆
す
べ
き
は
時
の
老
中
戸
田
采
女
正
氏
教
も
注
文
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
館
守
日
記
」（87-60

）
寛
政

九
年
（
一
七
九
七
）
二
月
十
八
日
条
に
は

戸
田
采
女
正	

（
美
濃
大
垣
七
代
藩
主
氏
教
）
様
公
用
人
よ
り
朝
鮮
人
え
、
詩
歌
為
書
、
朝
鮮
何
々
と
姓
名
数
毎
に
書
、
押

印
等
為
致
取
整
之
儀
注
文
被
申
越
、
色
紙
二
冊
（
内
壱
冊
紙
数
拾
枚
・
内
壱
冊
紙
数
十
九
枚
）
箱
入
に
て
今
度
被
差
越
候

付
、
右
之
趣
を
以
早
々
出
来
候
様
可
被
取
斗
旨
、
御
代
官
方
え
以
手
紙
相
達
。

と
あ
り
、
同
年
五
月
二
日
に
目
的
達
成
（「
総
目
録
」21-96
）
す
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
か
ら
色
紙
二
冊
を
渡
し
「
詩
歌
為
書
、

朝
鮮
何
々
と
姓
名
数
毎
に
書
、
押
印
等
」
と
細
か
い
注
文
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
朴
徳
源
ら
四
人
処
刑
の
前
に
も
「
分
類
事
考
」（14-13

）
文
化
二
年
乙
丑
閏
八
月
廿
九
日
条
に

講
定
使
書
役
土
井
善
治
、
拙
者
（
番
盛
之
介
）
書
役
三
木
田
藤
助
よ
り
願
の
品
に
依
、
朝
鮮
人
書
拾
五
枚
、
画
拾
五
枚
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壱
人
に
右
の
通
ツ
ゝ
被
差
免
。

と
見
え
対
馬
藩
士
も
注
文
し
て
い
た
。
そ
の
後
書
画
の
取
寄
せ
は
一
層
拡
大
し
て
い
く
。
建
仁
寺
永
源
庵
則
堂
通
銓
の
場

合
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
六
月
は
書
画
三
五
〇
枚
、
同
七
年
正
月
は
扇
面
六
十
四
枚
、
唐
紙
三
十
八
枚
（
以
上
画
の
分
）・

同
十
枚
（
書
の
分
）
と
大
量
の
発
注
で
あ
っ
た
㉑
。

六

さ
て
残
さ
れ
た
課
題
は
両
足
院
掛
軸
の
揮
毫
時
期
で
あ
る
。
ま
ず
安
永
九
年
説
見
直
し
の
理
由
は
、
新
史
料
・
天
明
元

年
（
一
七
八
一
）
七
月
二
十
八
日
付
木
村
蒹
葭
堂
宛
の
相
国
寺
梅
荘
顕
常
書
簡
㉒
に
、
こ
れ
ま
で
の
書
画
の
流
入
は
「
国
禁
の

固
厳
と
隣
交
の
不
款
密
と
役
人
輩
の
麁
俗
不
韻
と
に
て
何
事
も
考
事
不
相
通
候
。
扨
又
御
頼
の
書
画
も
一
向
未
着
其
便
候
」

と
、
書
画
に
対
す
る
役
人
の
無
理
解
を
あ
げ
、
続
い
て
「
乍
然
相
頼
遣
候
て
、
一
向
不
相
成
来
候
由
、
先
住
和
尚
（
高
峰
東

晙
）
も
被
申
候
」
と
見
え
、
こ
れ
ま
で
関
係
者
に
頼
む
も
一
向
に
書
画
が
手
に
入
り
に
く
い
こ
と
を
東
晙
自
身
が
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
相
国
寺
岱
宗
承
嶽
は
天
明
三
年
訳
官
使
接
待
中
よ
り
病
状
悪
化
、
帰
京
後
に
他
界
。
そ
の
次
の
天
龍

寺
湛
堂
令
椿
は
天
明
五
年
三
月
八
日
に
色
紙
十
枚
を
送
り
書
画
を
注
文
し
て
い
る
が
㉓
、
結
果
は
不
明
、
し
か
も
掛
軸
の
用

紙
は
色
紙
で
は
な
い
。
つ
ま
り
寛
政
元
年
の
解
禁
ま
で
は
以
酊
庵
僧
の
個
人
的
な
取
寄
せ
の
み
で
、
原
則
書
画
の
持
出
は
厳

禁
で
あ
っ
た
。

揮
毫
時
期
は
同
じ
関
防
印
を
持
ち
、
正
規
な
押
印
形
式
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
寛
政
四
年
春
筆
「
寄
題
」
以
前
と
な
る
。
該

当
す
る
の
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
十
二
月
か
ら
翌
年
三
月
の
家
治
卒
弔
慰
の
訳
官
使
の
時
で
、
趙
景
安
は
渡
海
し
て
い

な
い
か
ら
そ
の
直
前
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
八
年
二
月
六
日
条
に
は
訳
官
使
二
人
（
李
聖
欽
・
丁
老
卿
）
か
ら
の
音
物
目
録
が
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見
え
る
が
、
堂
下
官
丁
老
卿
（
一
星
）
の
音
物
十
七
品
内
に
「
彩
画
一
張
、
書
本
一
張
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（「
裁

判
記
録
」167-60

）。
贈
り
先
は
「
奉
呈
・
以
酊
庵
禅
榻
」
㉔
。
こ
の
「
書
本
」
こ
そ
両
足
院
掛
軸
を
指
す
と
考
え
る
。

そ
の
理
由
は
、
天
明
七
年
訳
官
使
の
堂
上
官
が
病
の
た
め
次
々
と
交
替
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
崔
来
儀
か
ら
韓
士
敏

へ
（
八
月
十
三
日
）、
更
に
訓
導
李
聖
欽
を
充
て
る
（
十
一
月
十
六
日
）
と
い
う
非
常
事
態
（「
裁
判
記
録
」165

ｰ
166

）
で
あ
っ
た
。

丁
老
卿
は
こ
の
間
継
続
し
て
渡
海
準
備
の
実
務
者
で
あ
っ
た
た
め
日
本
側
の
要
求
を
熟
知
し
て
い
た
。
彼
は
渡
海
後
の
二
月

九
日
に
音
物
に
対
す
る
返
物
を
日
本
側
に
注
文
し
て
い
る
㉕
が
、
同
様
な
動
き
は
逆
の
形
で
事
前
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
直
前
ま
で
訓
導
で
あ
っ
た
李
聖
欽
（
命
和
）
は
宝
暦
度
通
信
使
の
次
上
通
事
で
も
あ
り
、
日
本
側
の
事
情
に
精
通
し
て

い
て
こ
の
交
代
へ
の
不
安
は
な
か
っ
た
㉖
。「
裁
判
記
録
」（166-26

）
天
明
七
年
十
月
十
四
日
条
に
、
渡
海
訳
堂
上
（
韓
士
敏
）

病
気
に
つ
き
「
訳
使
弔
慰
別
幅
物
、
其
外
御
公
私
御
先
祖
様
御
霊
前
御
備
物
、
且
自
分
音
物
類
、
不
残
持
下
候
段
、
扨
亦
御

書
付
に
て
御
達
被
置
候
」
と
あ
り
、
以
後
音
物
の
総
入
替
え
が
あ
っ
た
と
分
か
る
。
こ
の
「
書
本
」
は
李
聖
欽
の
了
解
の

下
、
別
差
趙
景
安
が
部
下
朴
徳
源
と
揮
毫
し
、
丁
老
卿
か
ら
の
音
物
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
一
項
で
掛
軸
の
落
款
印

か
ら
慌
て
た
様
子
を
指
摘
し
た
が
、
李
聖
欽
が
訳
官
使
に
内
定
（
十
一
月
十
三
日
）
し
て
か
ら
出
帆
（
十
二
月
六
日
）
ま
で
の
短

期
間
に
揮
毫
し
た
と
考
え
れ
ば
整
合
す
る
。
時
に
景
安
四
十
七
歳
、
徳
源
は
三
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
。

天
明
八
年
二
月
初
、
以
酊
庵
に
て
墨
蹟
を
拝
見
し
た
熈
陽
龍
育
は
そ
の
達
筆
ぶ
り
に
感
銘
し
漢
詩
を
作
成
、
三
項
で
述

べ
た
同
月
二
十
四
日
に
対
面
を
申
し
出
た
と
考
え
る
。『
東
福
寺
誌
』
に
よ
る
と
龍
育
は
天
明
八
年
六
月
に
帰
京
し
て
い

る
が
、
そ
の
後
五
山
出
世
総
代
で
あ
る
両
足
院
高
峰
東
晙
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
よ
る
と
龍
育
は
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
東
福
寺
桂
巌
龍
芳
再
住
に
伴
僧
と
し
て
同
行
、
天
明
三
年
三
月
碩
学
、
同
六
年
輪
番
僧
と
し
て
対
馬
赴
任
と
な

り
、
東
晙
と
は
年
齢
も
近
く
指
導
を
受
け
た
間
柄
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
朴
徳
源
は
こ
の
時
の
み
の
渡
海
で
は
な
か
ろ
う
。
い
き
な
り
上
官
・
書
契
職
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
安
永
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九
年
、
天
明
三
年
の
訳
官
使
の
際
、
小
童
或
い
は
小
通
事
と
し
て
随
行
し
、
後
の
寛
政
八
年
訳
官
使
に
も
疑
獄
事
件
絡
み
で

渡
海
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
該
随
行
員
名
簿
未
見
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

七

書
画
の
流
入
に
は
以
酊
庵
輪
番
僧
が
大
き
く
介
在
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
を
知
る
史
料
が
『
両
足
院
資
料
』
に
散
見
す

る
。
ま
ず
天
明
八
年
四
月
に
五
山
碩
学
惣
代
恵
林
院
（
相
国
寺
塔
頭
）
が
奉
行
所
に
願
い
出
た
嘆
願
書
㉗
が
あ
る
。「
近
年
五

山
碩
学
一
同
困
窮
仕
り
、
取
続
が
た
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
以
酊
庵
輪
番
僧
が
困
窮
を
理
由
に
勤
務
の
継
続
の
困
難
を
訴
え

出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
永
（
一
七
七
二
）
～
天
明
（
一
七
八
九
）
ま
で
の
様
子
が
窺
え
る
史
料
で
、
対
馬
行
は
出
費
が

か
さ
み
、
帰
京
後
借
金
に
苦
し
む
者
も
あ
る
、
こ
れ
で
は
取
続
人
才
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ん
と
か
善
処
を
と
い

う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
時
、
老
中
や
側
用
人
・
寺
社
奉
行
に
代
表
（
梅
荘
顕
常
）
を
送
り
嘆
願
し
て
い
る
。
四
寺
（
天
龍
・
相

国
・
建
仁
・
東
福
）
へ
各
二
百
石
の
加
増
要
求
は
各
寺
百
石
に
減
額
さ
れ
ひ
と
ま
ず
決
着
㉘
。
し
か
し
文
化
八
年
に
も
信
使
来

聘
に
伴
う
出
費
救
済
嘆
願
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
㉙
、
以
酊
庵
僧
の
困
窮
は
依
然
と
し
て
解
消
し
な
か
っ
た
。

次
に
同
資
料
「
対
州
土
産
物
控
」（142-564

）
は
、
安
永
十
年
（
天
明
元
年
）
両
足
院
高
峰
東
晙
の
帰
京
の
際
の
土
産
物
帳

と
判
明
し
た
㉚
。
そ
こ
に
は
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
僧
侶
や
奉
行
所
役
人
、
町
人
、
対
馬
藩
京
屋
敷
侍
等
九
十
人
程
が
記
載

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
豪
商
・
豪
農
と
思
え
る
人
物
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

◎
油
芚
（
油
紙
）、
鷲
羽
、
華
燭
、
胡
桃
子
・
柏
子
（
漢
方
薬
カ
）・
水
建
（
茶
道
具
）
‥
大
村
彦
太
郎
（
以
後
妻
静
、
子
与
一

郎
、
藤
本
五
兵
衛
、
古
沢
平
右
衛
門
と
続
く
）

◎
指
画
韓
画
二
・
油
芚
一
枚
・
四
角
香
爐
一
‥
江
龍
𠮷
右
衛
門
。
◎
□
分
二
斤
・
韓
書
弐
枚
‥
植
野
宇
右
衛
門
。
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◎
同
・
同
‥
濱
田
勘
右
衛
門
。
◎
国
分
二
斤
・
韓
人
書
弐
枚
‥
市
川
三
右
衛
門
。
◎
同
・
同
‥
西
村
与
右
衛
門
。

大
村
彦
太
郎
は
江
戸
呉
服
商
白
木
屋
六
代
商
全
の
こ
と
で
、
両
足
院
は
庫
裏
の
改
築
を
通
し
て
白
木
屋
と
縁
が
深
い
。
他

の
五
人
に
は
韓
画
・
韓
書
・
韓
人
書
が
そ
れ
ぞ
れ
二
枚
ず
つ
土
産
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
五
人
は
韓
人
書
画
の
蒐
集

や
売
買
も
行
う
人
た
ち
で
、
以
酊
庵
僧
に
は
書
画
購
入
の
手
数
料
的
な
返
礼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
彼
ら
の
困
窮
を
知
っ
て

い
た
幕
府
も
黙
認
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
椎
茸
・
団
扇
一
握
、
藤
井
光
郷
」
と
の
記
述
も
見
出
し
た
（142-565

）。
藤
井
光
郷
は
改
名
し
永
井
光
郷
（『
地
下

家
伝
』）、
彼
は
寛
政
四
年
朴
徳
源
か
ら
「
四
友
楼
」
の
漢
詩
を
贈
ら
れ
、『
皆
川
淇
園
門
人
帳
』
に
「
京
師
永
井
大
舎
人
大

允
光
郷
」
と
見
え
る
㉛
。
こ
れ
は
以
酊
庵
僧
と
淇
園
門
人
と
の
交
流
を
示
す
史
料
で
も
あ
る
。『
淇
園
文
集
』
巻
六
「
題
扇

面
画
帖
首
」
は
当
時
文
人
た
ち
が
競
っ
て
名
書
画
を
集
め
、
特
に
明
和
年
間
よ
り
今
文
化
二
年
に
至
る
ま
で
は
書
画
帖
作
り

が
流
行
と
し
て
い
る
㉜
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
伝
手
を
用
い
以
酊
庵
僧
に
接
触
、
朝
鮮
書
画
を
求
め
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
朝
鮮
側
の
事
情
は
ど
う
か
。
本
稿
で
は
朴
徳
源
と
趙
景
安
の
墨
蹟
を
主
と
し
、
朴
徳
源
の
活
躍
時
期
が
重
な
る
訳
官

疑
獄
事
件
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
最
近
同
事
件
を
扱
っ
た
『
宗
家
文
庫
史
料
一
紙
物
』
の
中
に
「
徳
源
」
の
名
前
が

発
見
さ
れ
、
事
件
へ
の
関
与
が
確
認
さ
れ
た
㉝
。
そ
の
中
の
朴
士
正
（
俊
漢
）
が
渡
海
直
前
の
丙
辰
（
寛
政
八
年
）
六
月
二
十
八

日
、
小
田
幾
五
郎
に
願
い
出
た
借
金
「
通
事
等
の
捄
弊
条
の
千
両
」
の
背
景
に
は
小
通
事
等
の
困
窮
が
窺
わ
れ
る
㉞
。
前
年
の

正
祖
十
九
年
乙
卯
（
一
七
九
五
・
寛
政
七
年
）
六
月
は
「
近
聞
、
都
下
市
直
高
騰
日
甚
云
、
貧
士
窮
民
之
飢
餓
」
㉟
と
い
う
あ

り
さ
ま
で
、
し
か
も
壬
子
（
寛
政
四
年
）
か
ら
乙
卯
（
寛
政
七
年
）
の
四
年
間
は
凶
作
続
き
の
た
め
、
備
蓄
し
て
い
た
非
常
用

米
穀
も
次
第
に
減
縮
し
、
丙
辰
（
寛
政
八
年
）
も
深
刻
な
状
態
で
あ
っ
た
㊱
。
そ
の
影
響
は
釜
山
倭
館
に
も
現
れ
、
対
馬
へ
の

米
輸
出
の
際
「
当
節
の
新
年
条
米
品
麁
悪
の
上
、
大
分
砂
等
を
交
ぜ
居
、
是
偏
に
米
掛
の
役
人
の
姦
曲
」
と
疑
わ
れ
、
外
交

問
題
に
な
っ
た
㊲
ほ
ど
で
あ
る
。
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墨
蹟
の
多
く
が
日
本
側
の
注
文
に
よ
る
朝
鮮
で
の
揮
毫
で
あ
っ
た
㊳
。
こ
の
倭
館
を
中
心
と
し
た
動
き
の
背
景
に
は
以
酊

庵
僧
と
書
画
家
の
経
済
的
救
済
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
易
地
聘
礼
を
め
ぐ
る
朝
鮮
廟
堂
対
立
の
中
、
朴
徳
源
は
日
本
で
の

評
判
に
書
家
と
し
て
の
生
き
が
い
と
揮
毫
収
入
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
彼
の
墨
蹟
の
多
い
理
由
で
あ
る
。

お
わ
り
に

倭
学
訳
官
趙
景
安
（
実
名
趙
重
明
）
の
生
没
年
確
定
に
よ
り
朴
徳
源
（
実
名
朴
潤
漢
）
の
実
態
解
明
は
進
展
し
た
。
二
人
と

も
宝
暦
度
通
信
使
の
後
に
対
馬
派
遣
の
訳
官
使
と
関
わ
っ
た
通
訳
で
、
和
歌
や
俳
句
に
長
け
て
い
た
。
特
に
朴
徳
源
は
成
均

館
で
学
ぶ
小
通
事
な
が
ら
天
明
七
年
訳
官
使
に
上
官
「
書
契
職
」
と
し
て
参
加
。
当
該
掛
軸
は
こ
の
渡
海
直
前
、
別
差
趙
景

安
と
共
に
公
的
音
物
と
し
て
準
備
さ
れ
、
輪
番
僧
か
ら
両
足
院
へ
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
彼
は
日
本
で
能
筆
家
と

し
て
知
ら
れ
、
そ
の
墨
蹟
は
通
信
使
を
待
ち
望
む
人
々
の
人
気
を
得
る
。
二
人
と
も
日
本
側
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
が
、
易
地

聘
礼
の
難
交
渉
に
巻
き
込
ま
れ
、
景
安
は
杖
罪
起
因
に
よ
る
病
死
、
徳
源
は
処
刑
と
晩
年
は
不
遇
で
あ
っ
た
。

朴
徳
源
の
墨
蹟
（
含
扁
額
字
）
は
東
福
寺
（
熈
陽
龍
育
・
天
瑞
守
選
）、
天
龍
寺
（
象
田
周
耕
）
の
以
酊
庵
再
住
僧
や
、
建
仁
寺

（
環
中
玄
諦
）、
相
国
寺
（
松
源
中
奨
）
の
輪
番
僧
を
通
し
て
日
本
各
地
に
拡
大
し
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
寛
政
元
年
の
書
画

持
出
解
禁
後
の
両
者
の
生
活
困
窮
が
窺
え
る
。
通
信
使
空
白
期
の
書
画
流
入
は
訳
官
使
（
於
対
馬
）
に
限
ら
ず
、
毎
年
の
八

送
使
（
於
倭
館
）
や
臨
時
の
参
判
使
、
飛
舩
等
で
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
海
峡
を
往
来
し
た
こ
の
事
実
は
従
来
朝
鮮
通

信
使
に
偏
り
が
ち
な
書
画
や
寺
院
扁
額
等
文
化
財
の
流
入
に
つ
い
て
見
直
し
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

末
筆
な
が
ら
『
宗
家
文
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
）
や
『
両
足
院
資
料
』（
筑
波
大
学
図
書
館
）
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
に
努
力
さ
れ
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た
多
く
の
関
係
者
に
感
謝
す
る
。
ま
た
両
足
院
や
興
昌
寺
の
史
料
等
に
つ
い
て
は
片
山
真
理
子
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ

た
。
池
内
敏
氏
に
は
拙
論
に
対
し
て
的
確
な
論
評
と
新
史
料
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
他
多
く
の
方
の
お
陰
で
、
躓
き

な
が
ら
も
朴
徳
源
や
周
辺
の
人
々
及
び
そ
の
背
景
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

【
註
】⑴

例
え
ば
李
元
植
氏
が
通
信
使
と
し
、
辛
基
秀
は
第
十
次
延
享
度
、
上
田
正
昭
は
第
十
一
次
宝
暦
度
と
推
定
す
る
。『
青

丘
学
術
論
集
二
十
一
集
・
朝
鮮
通
信
使
関
係
資
料
目
録
』（
二
〇
〇
二
年
）
は
両
論
併
記
。
そ
の
影
響
は
大
き
く
今
で
は

通
信
使
説
が
「
定
説
」
と
ま
で
言
わ
れ
、
寺
院
関
係
の
解
説
は
こ
の
説
の
ま
ま
で
あ
る
。

⑵
拙
稿
「
小
通
事
朴
徳
源
の
再
検
討
」『
朝
鮮
通
信
使
地
域
史
研
究
』
創
刊
号
、
二
○
一
五
年
。

拙
稿
「
朴
徳
源
に
関
す
る
新
史
料
考
」
同
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
。

⑶
池
内
敏
『
絶
海
の
碩
学
』
第
十
五
章
「
日
朝
間
の
贈
物
誂
物
」
二
〇
一
七
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

⑷
例
え
ば
「
日
本
国
」「
日
本
」
と
記
す
次
の
史
料
は
朝
鮮
で
書
か
れ
て
い
る
。

★
『
図
録
』
所
収
「
寄
題
日
本
大
舎
人
永
井
桂
斎
公
四
友
楼
」「
壬
子
春
（
寛
政
四
年
）
朝
鮮
学
宮
掌
議
朴
徳
源
拝
記
」。

★
『
楽
郊
紀
聞
』
巻
十
二
。「
集
」「
贈
別　

日
本
国
対
馬
州
通
官
住
永
恵
助
」
癸
巳
（
天
保
四
年
）
之
孟
秋
。

⑸
高
麗
美
術
館
。
二
〇
一
三
年
十
月
十
九
日
～
「
朝
鮮
通
信
使
と
京
都
」
展
。

⑹
註
⑶
第
十
五
章
・
注
（
６
）
四
七
五
頁
。

⑺
『
英
祖
実
録
』
巻
一
〇
三
。
英
祖
四
十
年
甲
申
（
一
七
六
四
）
五
月
戊
辰
（
十
七
日
）
条
。「
令
掌
議
斎
任
、
非
満

三
十
者
、
毋
得
擬
差
」。
仮
に
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
を
三
十
歳
と
す
る
と
、
第
十
一
次
通
信
使
の
宝
暦
十
四
年

（
一
七
六
四
）
は
幼
児
で
、
彼
の
通
信
使
説
は
破
綻
す
る
。
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⑻
洪
性
徳
「
朝
鮮
後
期
に
お
け
る
対
日
外
交
使
行
と
倭
学
訳
官
」
日
韓
歴
史
共
同
研
究
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
。
訳
官
使

堂
上
官
は
渡
海
経
験
者
か
ら
選
抜
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
経
歴
か
ら
渡
海
の
可
能
性
は
安
永
九
年
の
み
で
あ
る
。

⑼
拙
稿
「
朴
徳
源
に
関
す
る
新
史
料
考
」
で
景
安
は
両
年
と
も
渡
海
と
判
断
し
た
が
、
誤
読
・
誤
解
で
訂
正
す
る
。

★
天
明
三
年
の
場
合
、
七
月
九
日
に
対
馬
府
中
到
着
。
対
馬
出
発
は
九
月
十
日
。「
裁
判
記
録
」（159-9

）
天
明
三
年
九

月
十
六
日
条
に
「
別
差
（
趙
景
安
）
小
舩
よ
り
出
迎
、
館
着
の
祝
詞
申
聞
」「
札
の
辻
え
別
差
壱
人
罷
出
、
着
岸
の
祝

詞
申
聞
ル
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
別
差
は
迎
え
る
側
で
あ
る
。

★
天
明
七
年
の
場
合
、
府
中
着
は
天
明
七
年
十
二
月
二
十
五
日
、
対
馬
発
は
翌
年
三
月
十
日
。「
裁
判
記
録
」（167-3

）

天
明
七
年
十
二
月
六
日
条
に
「
今
日
渡
海
訳
上
船
に
付
」「
札
の
辻
迄
両
訳
（
訓
導
・
別
差
）
差
備
官
に
通
詞
中
相
附

為
暇
乞
罷
出
候
付
、
双
方
相
応
に
挨
拶
仕
」
と
あ
り
、
訓
導
・
別
差
は
見
送
る
側
で
あ
る
。

⑽
『
両
足
院
資
料
』（
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
「
沖
縄
の
歴
史
情
報
」
巻
十
デ
ジ
タ
ル
公
開
。）22

「
密
件
」
寛
政
四
年
八
月
五
日

付
書
簡
「
東
莱
の
下
府
の
当
日
（
七
月
廿
日
）
杖
罪
訓
導
十
五
杖
、
別
差
ハ
十
杖
、
其
外
小
通
事
迄
も
廿
杖
程
ツ
ゝ
も

被
打
候
」、
八
月
八
日
付
書
簡
「
昨
日
訓
導
別
差
共
に
東
莱
に
て
又
杖
罪
在
之
」。『
辺
例
集
要
』
巻
十
六
に
「
壬
子

（
一
七
九
二
）
八
月
、
府
使
尹
弼
秉
時
、
訓
導
趙
重
明
（
景
安
）・
別
差
朴
致
儉
（
景
和
）
等
、
入
来
倭
人
、
不
為
一
一
點

視
、
諉
以
約
條
定
額
、
循
例
手
本
者
、
極
為
痛
駭
」
と
あ
る
。

⑾
本
郷
民
男
氏
の
御
教
示
。
俳
句
誌
『
春
耕
』
二
〇
一
九
年
七
月
号
「
韓
の
俳
諧
⑸
朝
鮮
国
通
事
の
俳
句
（
上
）」。

⑿
註
⑶
、
第
十
五
章
「
日
朝
間
の
贈
物
誂
物
」。「
御
取
寄
物
」
表15-4

・
注
12）
三
八
五
頁
。

⒀
金
剛
寺
扁
額
落
款
「
徳
源
之
印
」
は
、
寛
政
四
年
「
寄
題
」
の
「
朴
生
之
印
」
と
似
て
い
る
。
寛
政
四
年
以
後
、
象
田

周
耕
を
通
し
て
注
文
し
た
と
考
え
る
が
、
寛
政
八
年
の
訳
官
使
と
の
関
係
は
不
明
。
ま
た
註
⑿
に
よ
る
と
、
東
福
寺
天

瑞
守
選
が
寛
政
八
年
二
月
十
四
日
「
朝
鮮
紙
に
朝
鮮
人
に
よ
る
額
字
な
ど
」、
相
国
寺
松
源
中
奨
が
同
十
年
九
月
十
九
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日
に
「
額
書
キ
紙
六
枚
」
と
注
文
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
五
山
を
中
心
に
僧
侶
間
で
扁
額
文
字
を
注
文
し
合
っ
た
こ
と

を
示
す
。
鈴
鹿
市
白
子
青
龍
寺
蔵
「
體
用
山
」
は
こ
の
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

⒁
片
山
真
理
子
「
東
福
寺
二
七
三
世
願
海
守
航
と
興
昌
寺
蔵
朝
鮮
通
信
使
関
係
詩
箋
貼
交
屏
風
に
つ
い
て
」『
立
命
館
文

学
』
六
五
九
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
。
番
号
は
論
文
中
の
番
号
。
た
だ
しN

o.14

、N
o.46

は
岡
部
の
解
読
。

⒂
俳
句
「
西
東
同
じ
心
の
月
見
哉
」『
楽
郊
紀
聞
』
巻
十
。「
泰
平
や
具
足
の
餅
の
か
び
る
迄
」
菅
宗
次
氏
蔵
。

和
歌
「
は
る
を
知
る
ま
が
き
の
竹
の
朝
露
は　

千
代
も
か
は
ら
ぬ
い
ろ
や
そ
ふ
ら
ん
」
扇
面
詩
。

⒃
★
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
正
月
十
七
日
「
館
守
日
記
」（98-21

）
士
正
朴
僉
知
病
死
の
段
、
都
表
よ
り
左
右
相
達
候

趣
、
任
官
よ
り
通
詞
中
を
以
相
届
。

★
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）『
承
政
院
日
記
』（
純
祖
三
年
二
月
九
日
條
）
崔
𪻣
全
羅
道
長
興
府
へ
配
流
。

★
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
二
月
二
十
二
日
「
総
目
録
」（23-56

）
講
定
官
景
和
朴
僉
知
病
死
の
事
。

★
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
五
月
二
十
九
日
『
承
政
院
日
記
』（
純
祖
五
年
）
講
定
官
崔
國
禎
（
華
彦
）、
施
以
定
配
之
典
事

承
伝
啓
下
矣
。
崔
國
禎
方
在
慶
尚
道
東
萊
地
云
、
咸
鏡
道
明
川
府
定
配
所
、
以
承
伝
内
辞
意
具
罪
目
。

⒄
『
両
足
院
資
料
』「
韓
使
来
聘
一
件
雑
記
」
第
一
（40

）
第
二
（137

）
第
三
（14

）。『
津
島
日
記
』
五
月
二
十
二
日
条
。

「
以
酊
庵
禎
長
老
及
び
加
番
宜
長
老
共
に
登
城
。（
中
略
）
伴
僧
二
人
・
若
党
四
人
」
と
あ
る
。『
清
山
島
遊
録
』
に
も

対
馬
で
の
一
葦
上
人
、
負
暄
上
人
と
の
詩
文
応
酬
が
あ
る
。

⒅
『
篆
刻
字
林
』
五
一
五
丁
、
四
五
九
丁
。
兵
庫
県
浜
坂
臨
済
宗
満
願
寺
住
職
寺
田
康
道
氏
の
御
教
示
。

⒆
扇
面
詩
歌
（『
大
系
朝
鮮
通
信
使
・
巻
六
』
所
載
。
一
九
九
四
年
）
日
本
法
眼
周
圭
画
の
賛
。
註
⒂
和
歌
。

⒇
註
⑿
池
内
論
文
「
御
取
寄
物
」。
表15-4

。
こ
れ
ら
の
輪
番
僧
は
在
任
中
「
和
扇
、
唐
紙
、
色
紙
」
な
ど
を
大
量
に
朝

鮮
に
送
り
書
画
を
注
文
し
て
い
る
。
そ
の
際
日
本
側
か
ら
細
か
い
指
示
が
あ
っ
た
。
池
内
氏
は
寛
政
十
年
二
月
二
十
二
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日
松
源
中
奨
の
事
例
を
あ
げ
、
日
本
か
ら
の
扇
面
に
「
詩
歌
俳
句
の
類
」「
注
文
書
巻
込
有
之
」
な
ど
の
注
文
添
書
が

見
ら
れ
る
と
指
摘
。
こ
の
傾
向
は
次
の
熈
陽
龍
育
も
同
様
で
、
寛
政
十
二
年
四
月
十
三
日
、
唐
紙
に
「
詩
・
か
な
壱
枚

毎
に
朝
鮮
何
某
と
書
載
、
印
為
致
候
」
と
見
え
る
。

㉑
註
⑿
池
内
論
文
「
御
取
寄
物
」
表15-2

。
三
八
〇
頁
。

㉒
大
谷
篤
蔵
「
蒹
葭
堂
来
翰
集
・
翻
刻
」（『
女
子
大
文
学
・
国
文
編
』
第
十
六
号
）
大
阪
女
子
大
、
一
九
六
四
年
。
書
簡
番
号

六
（
七
月
二
十
八
日
付
）。

㉓
註
⑿
池
内
論
文
「
御
取
寄
物
」
表15-4

。
そ
の
他
「
対
州
土
産
物
控
」
に
も
書
画
が
散
見
す
る
。

㉔
『
両
足
院
資
料
』41
「
訳
官
一
件
雑
録
」（414

）
天
明
元
年
正
月
九
日
条
。
以
酊
庵
宴
席
後
の
音
物
の
贈
り
先
は
毎
回

同
様
と
考
え
る
。「
禅
榻
」
は
住
持
の
意
。

㉕
「
裁
判
記
録
」
天
明
八
年
二
月
九
日
条
（167-61

）。「
堂
下
よ
り
（
通
詞
）
安
武
徳
次
郎
を
以
相
頼
候
は
、
都
に
て
頼
の

品
も
有
之
、
無
余
儀
入
用
の
品
々
此
節
帰
国
掛
相
調
帰
度
御
座
候
間
、
書
付
之
通
り
相
調
候
様
御
免
被
仰
付
被
下
候
」。

㉖
「
館
守
日
記
」（57-44

）
天
明
七
年
十
一
月
十
三
日
条
「
訳
使
李
（
聖
欽
）
同
知
に
相
済
候
付
て
は
、
是
迄
の
始
終
掛
合

の
事
は
能
々
存
候
前
故
」。「
裁
判
記
録
」（166-38
）
で
は
こ
の
人
事
を
「
珍
重
」
と
歓
迎
し
て
い
る
。

㉗
『
両
足
院
資
料
』83

「
碩
学
御
用
向
き
に
つ
き
恵
林
院
口
上
書
」。
同47

「
碩
学
一
件
に
つ
き
書
留
」。
と
も
に
「
奉

願
口
上
覚
」
と
見
え
る
。

㉘
『
両
足
院
資
料
』115

「
碩
学
中
出
願
雑
記
」。
寺
社
奉
行
を
通
し
て
嘆
願
。『
東
福
寺
誌
』
に
寛
政
元
年
五
月
八
日
高

峰
東
晙
が
五
山
出
世
総
代
と
し
て
参
府
謝
礼
と
見
え
る
こ
と
か
ら
願
は
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

㉙
『
両
足
院
資
料
』14

「
朝
使
来
聘
一
件
雑
記
・
第
三
」（582

）
文
化
八
年
十
一
月
、
寺
社
奉
行
へ
提
出
。

㉚
『
両
足
院
資
料
』142

「
対
州
土
産
物
控
」
の
末
尾
（568

）
に
は
「
杉
原
十
帖
・
山
崎
初
右
衛
門
」
と
あ
り
、
同95

「
対



434

建仁寺両足院蔵掛軸に見る朴徳源とその周辺（岡部 良一）

州
御
在
番
中
日
記
（
第
五
）」
安
永
十
年
六
月
十
五
日
条
（579

）
に
「
御
帰
山
、（
対
馬
藩
）
京
留
守
居
・
山
崎
初
右
衛
門

中
門
外
え
出
迎
」、
同
十
九
日
条
（580

）「
山
崎
え
届
物
遣
之
」
と
あ
る
。

㉛
註
⑵
拙
稿
「
朴
徳
源
に
関
す
る
新
史
料
考
」
参
照
。

㉜
『
淇
園
文
集
』
巻
六
「
題
扇
面
画
帖
首
」「
此
帖
云
、
広
求
四
方
名
人
画
、
蓋
自
明
和
年
間
至
今
文
化
二
年
、
所
集
無

慮
数
十
家
而
猶
博
致
未
止
云
、
可
謂
勤
求
致
盛
者
矣
」。
同
巻
八
「
蒹
葭
堂
記
」
は
淇
園
と
蒹
葭
堂
の
交
流
を
示
す
。

木
村
蒹
葭
堂
も
梅
荘
顕
常
と
交
り
書
画
を
求
め
て
い
る
。
註
㉒
参
照
。

㉝
酒
井
雅
代
氏
に
よ
り
『
宗
家
文
庫
史
料
一
紙
物
目
録
１
』（
長
崎
県
教
育
委
員
会
。
二
〇
〇
九
年
）（1156-51-2

）
に
「
徳
源
」

の
名
が
確
認
さ
れ
た
。「
朝
鮮
信
使
易
地
聘
礼
交
渉
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
―
交
渉
の
現
場
か
ら
―
」（
二
〇
一
九
年
五
月
三

日
、
於
釜
山
）
町
田
一
仁
氏
の
ご
好
意
に
よ
り
取
得
。

㉞
松
原
孝
俊
・
岸
田
文
隆
編
『
朝
鮮
通
信
使
易
地
聘
礼
交
渉
の
舞
台
裏
―
対
馬
宗
家
文
庫
ハ
ン
グ
ル
書
簡
か
ら
読
み
解
く

―
』（
九
州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
叢
書
３
。
二
〇
一
八
年
）
の
史
料
編
六
〇
～
六
五
頁
「
史
料
８
・
９
書
簡
」。

㉟
『
正
祖
実
録
』
十
九
年
乙
卯
（
一
七
九
五
）
六
月
癸
未
（
四
日
）
条
。
同
書
同
年
七
月
甲
寅
（
五
日
）
条
。

㊱
『
正
祖
実
録
』
二
十
年
丙
辰
（
一
七
九
六
）
六
月
丙
申
（
二
十
二
日
）
条
。

㊲
「
裁
判
記
録
」（174-50

）
寛
政
七
年
三
月
二
十
七
日
条
。
同
年
（174-55

）
四
月
十
日
条
。

㊳
愛
知
県
豊
明
市
三
田
家
所
蔵
「
芝
蘭
」
に
つ
い
て
、
金
有
声
「
蘭
画
」
と
同
所
で
発
見
さ
れ
た
た
め
朴
徳
源
の
通
信
使

宝
暦
度
随
行
の
証
拠
と
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時
発
見
の
「
好
書
真
難
致
」
を
揮
毫
し
た
翠
軒
は
「
金
鈕
。
字
は
子
固
。

号
は
翠
軒
。
世
宗
二
年
庚
子
（
一
四
二
〇
）
生
」（『
朝
鮮
書
画
人
物
辞
典
』）
と
判
明
。「
蘭
画
」
に
合
う
漢
詩
を
釜
山
に
い

る
朴
徳
源
に
注
文
し
、
そ
れ
を
金
有
声
や
翠
軒
の
墨
蹟
と
一
所
に
保
管
し
た
と
考
え
る
と
矛
盾
し
な
い
。
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【
主
な
参
考
文
献
】　
（
本
文
や
註
の
引
用
文
献
は
除
く
）

田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
一
九
七
二
年
、
宗
高
書
房
。

映
像
文
化
協
会
編
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
』
一
九
七
九
年
、
毎
日
新
聞
社
。

田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
一
九
八
一
年
、
創
元
社
。『
新
・
倭
館
』
二
〇
一
一
年
、
ゆ
ま
に
書
房
。

　
　
　
　

						『
通
訳
酬
酢
』
近
世
日
朝
交
流
史
料
叢
書
１
、二
〇
一
七
年
、
ゆ
ま
に
書
房
。

三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
の
研
究
』
一
九
八
六
年
、
文
献
出
版
。

田
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
」（『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
所
収
）
一
九
九
六
年
、
吉
川
弘
文
館
。

泉　

澄
一
「
江
戸
時
代
、
日
朝
外
交
の
一
側
面
―
対
馬
以
酊
庵
輪
番
制
度
と
関
係
史
料
に
つ
い
て
―
」
一
九
九
七
年
、

『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
十
号
。

李　

元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』
一
九
九
七
年
、
思
文
閣
出
版
。

西
村
圭
子
「
対
馬
宗
家
の
近
世
朝
鮮
貿
易
に
関
わ
る
以
酊
庵
史
料
に
つ
い
て
―
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
文
書
を
中
心
に
―
」

（
日
本
女
子
大
学
史
学
研
究
会
『
史
艸
』
第
三
十
八
号
所
収
）、
一
九
九
七
年
。

仲
尾		

宏
「
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
と
対
馬
藩
」（『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』
所
収
）
一
九
九
七
年
、
明
石
書
店
。

上
田
正
昭
・
辛
基
秀
・
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
そ
の
時
代
』
二
〇
〇
一
年
、
明
石
書
店
。

貫
井
正
之
『
豊
臣
・
徳
川
時
代
と
朝
鮮
』
第
五
章
「
朝
鮮
通
信
使
初
出
史
料
」
二
〇
一
〇
年
、
明
石
書
店
。

菅		

宗
次
「
朝
鮮
通
信
使
に
よ
る
日
本
語
韻
文
史
料
―
発
句
、
和
歌
な
ど
の
短
冊
色
紙
を
め
ぐ
っ
て
―
」
二
〇
一
一
年
、

　
　
　
　

		（『
前
近
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
三
国
の
文
化
交
流
と
表
象
―
朝
鮮
通
信
使
と
燕
行
使
を
中
心
に
―
』
二
十
九
号
所
収
）。

堀
崎
嘉
明
「
近
世
東
阿
野
村
の
医
家
三
田
氏
―
医
療
と
文
化
交
流
の
姿
―
」（『
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
』
十
八
号
所
収
）
二
〇一四
年
。

朴　

真
完	「
倭
館
に
お
け
る
朝
鮮
語
通
詞
・
日
本
語
訳
官
の
交
流
様
相
と
そ
の
意
義
」（『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
報
告
書
』

二
〇
一
七
年
度
』
所
収
）、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
21
世
紀
財
団
。




